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Ⅰ 大学の概要 

 

（１）現況 

  ①法人名    長崎県公立大学法人 

  ②所在地    長崎県佐世保市川下町１２３番地１ 

  ③役員の状況  理事長    木村 道夫 

          副理事長（両大学学長）１名、専務理事   １名 

          理事（非常勤） １名、   監事（非常勤）２名 

    ④大学の概要 

     長崎県立大学  県立長崎シーボルト大学 

所在地   長崎県佐世保市             長崎県西彼杵郡長与町 

 

学部等 

の構成 

 

(入学定員) 

 

 

 

 

  ○経済学部              

   経済学科    (150名) 

   地域政策学科 (150名) 

    流通・経営学科(150名)  
                          
                         

 ○大学院経済学研究科    

    産業経済・経済開発専攻 
             (12名) 

  ○国際情報学部  

    国際交流学科  (80名) 

    情報メディア学科(60名) 

  ○看護栄養学部 

    看護学科        (60名) 

    栄養健康学科    (40名) 

  ○大学院人間健康科学研究科 

    看護学専攻    (8名) 

    栄養科学専攻  (11名) 

学生数 ２，０６６名 １，０６８名 

教員数 ５４名 
（教授２８名、助教授１７名、

講師９名） 

８０名 

（教授４４名、助教授１５名、 

講師１３名、助手８名） 

職員数 ３１名 ２３名 

       ※教職員数、学生数は、平成 18 年 5 月 1 日現在。学生数に交換留学生を含まない。 
 
（２）大学の基本的な目標等 

長崎県公立大学法人は、県民の負託に応えていくため、専門的・総合的視野から諸問

題を理解し、解決する能力の涵養並びに実践に即した幅広い専門的な知識と高度な技術

の修得により、流動的でグローバルな社会と時代を生き抜く個性豊かな人材を育成する

とともに、地域の課題に即した研究の推進、専門的知識・技術・情報の積極的な提供に

より、県民の生活・文化向上及び地域社会・地域経済の発展に貢献する。 

また、新たな組織体制、人事制度、財務制度、評価制度等のもと、教育・研究の活性

化、向上を図るとともに、効率的・効果的な法人運営を推進する。 

なお、公的な資金を受けて運営される法人として、県民、学生、設立団体等に対する

説明責任を果たす必要性から、教育・研究及び組織・運営の状況、成果並びにこれらの

評価結果に関する情報を積極的に公開する。 

長崎県公立大学法人が、人材の育成と地域への貢献を重視するという観点に立って、

特に重点を置く項目は、以下のとおり。 

 

＜学生の資質・能力を高める教育＞ 

 ・卒業時における学生の質の確保を図るため、学生本位の観点に立った高い品質の教育  

内容及び教育環境を実現する。 

 ・教養教育の質的充実を図るとともに、応用能力・実践的能力を涵養する専門教育を充  

実し、真に実力のある人材を育成する。 

 ・学生にとって魅力的な授業や教育効果の高い授業を実施していくため、教員の教育能  

力を向上させる。 
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＜地域の課題に重点を置いた研究＞ 

 ・長崎県が抱える社会、地域、経済等の諸課題に即しつつ、世界的な視野と広がりを 

  持った研究を推進する。 

 ・研究成果については、知的財産の適切な管理体制を整えるとともに、情報の積極的な  

公表と有効利用を図り、県民、地域、企業等への知の還元に貢献する。 

 

＜国際標準の大学＞ 

 ・高い外国語運用能力と国際的な視野を備えるとともに、国際社会の中での「日本」を  

十分理解し、グローバル化した社会の中で活躍できる人材を育成する。 

 ・外国語教育については、英語及び中国語を中心に特化していく。 

 ・東アジアに近接し、かつては日本で唯一世界に開かれていたという地理的・歴史的特  

性を踏まえ、県内、国内はもとより、東アジア地域を中心とした教育研究交流の拠点  

を目指す。 

 

＜社会貢献＞ 

 ・地域に密着した研究分野における研究成果を地域や社会に還元するとともに、地域や  

社会に貢献できる有為な人材を育成する。 

 ・産学官連携を積極的に推進し、「長崎県のシンクタンク」としての機能を強化する。 

 ・地域開放型大学を目指し、県民の生涯教育・リフレッシュ教育の拠点となる。 

 

＜法人運営の効率化と経営基盤の確立＞ 

 ・法人運営においては、理事長と学長の役割を明確にしたうえでトップマネジメントを 

強化する。 

  これによって、迅速・機動的な意思決定を行うとともに、教育研究組織及び事務組織 

等の見直しによる業務の高度化、効率化を図り、また、先進的な管理運営、人事、財

政システムを導入して、法人の経営基盤を確立する。 

 

＜両大学の再編・統合＞ 

 ・教育研究の質的向上と法人の経営基盤強化を図るため、平成２０年４月に両大学を再 

編・統合する。再編・統合後のキャンパスは、既存の施設・設備を活用する分離キャ

ンパス方式とする。 

 ・再編・統合に備えて、教育研究の内容・方法・実施体制（両大学の枠を越えた学際的 

な教育研究領域の開拓、カリキュラムの見直し、遠隔授業等）並びに教育研究組織や

事務組織の見直し等について検討するものとし、統合時までに管理・運営及び教育・

研究に係る円滑なシステムを構築する。 

  なお、再編・統合に伴い、平成２０年４月までに異文化教育センター(仮称)、東アジ

ア研究交流センター(仮称)及び地域共生学習センター（仮称）の設置に向けて検討す

る。 

 

＜県内大学間連携＞ 

 ・「ＮＩＣＥキャンパス長崎」の充実など県内の大学間連携を推進する。 

  また、これをさらに発展させた形態として、県内大学間の教育の共同化を行う「県内 

大学コンソーシアム（仮称）」の設置に向けて取り組む。 
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   ※「◎」･･･ 主な取り組み 

  

 Ⅱ 平成１８年度の事業実績 

 中期計画の２年目を迎えた平成１８年度は、前年度の成果等を踏まえ、さらに発展的な

大学運営に取り組むとともに、平成２０年４月に現在の長崎県立大学と県立長崎シーボル

ト大学を統合して設置する新「長崎県立大学」の設置認可申請に向けた具体的な準備を実

施する年度となった。 

 

１．大学の教育研究等の質の向上に関する事項 

＜教育＞ 

 両大学統合後の教育理念・教育目標の策定  

◎両大学の教員・職員で構成する統合準備委員会で検討のうえ、新大学の理念・目的を「人

間を尊重し平和を希求する精神を備えた創造性豊かな人材の育成」、「長崎に根ざした

新たな知の創造」、「大学の総合力に基づく地域社会及び国際社会への貢献」と定める

とともに、新大学の理念・目標に基づくカリキュラム（案）を作成した。 

○平成２０年４月に開学予定である新「長崎県立大学」のアドミッションポリシー（大学

が求める学生像）を策定した。 

 

 教育方法の改善  

◎学生による授業評価をセメスターごと全科目において実施するとともに、その結果を教

員へフィードバックし、シラバスの改善のほか、授業方法の改善に活用した。 

◎両大学合同のＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント：大学等の教育内容・方法を改

善するための組織的な研究・研修などの取り組み）研修会を開催するとともに報告書と

してとりまとめ、教員の授業内容・方法の改善に努めた。 

○教育内容の改善に活用するため、卒業生を対象としたアンケート調査を実施した。 

 

 シラバスの標準化・改善  

○学生による授業評価や教員の自己点検による教員評価を通じて、シラバスの検証を行

い、内容の充実が必要と思われる項目について改善を図り、標準化を進めた。 

 

 ＧＰＡによる成績評価制度の導入  

◎平成２１年度から正式導入するＧＰＡ（授業科目ごとの成績評価を５段階（ABCDE）で評

価し、それぞれに対して、4,3,2,1,0 のようにグレード・ポイントを付与し、その単位あ

たりの平均を出して、その一定水準を卒業等の要件とする制度）については、前年度に

作成した制度案に基づき、総合成績評価を試験的に実施するとともに、成績分布データ

の検証を行った。 

 

 進級制度の導入  

○県立大学においては、平成１９年度からの関門制（第２年次から第３年次への進級に、

指定された単位数以上を修得することを要件としたもの）適用に際し、成績評価方法を

シラバスへ明記するとともに、必修科目である１年次の新入生セミナー、２年次の総合

演習において、制度の説明や計画的学習を指導した。 

 

 高い外国語（英語、中国語を重点）運用能力の養成  

◎高い外国語運用能力を養成するため、県立大学では、英語インテンシブコースにおける

副アドバイザー制を導入し、指導体制を充実した。また、シーボルト大学では、TOEIC・

IP テストの平均が４００点未満の学生に対して、リメディアル・クラスを設けて指導を

行った。 
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◎県立大学の英語インテンシブコースにおいては、米軍基地内大学のアメリカンスクール

３校との交流や、地域の小学校での英語教育など実践的な教育に取り組んだ。 

◎シーボルト大学においては、英語特化科目群（コース・オブ・スタディ）を新設し、外

国語運用能力の向上を図った。 

○学生の実践的語学能力の向上を図るため、ＬＬ教室等で使用する CD、DVD など新教材の

充実を図った。また、学生に対する教材貸し出し、CALL 教材・導入ソフトウェアの利用

案内、問い合わせ対応などを行い、ＬＬ教室等の利便性向上、利用の拡大に努めた。 

○県立大学においては、ＴＯＥＩＣの受験を更に促進するため、ＴＯＥＩＣの賛助会員に

加入し、学生の受験費用負担を軽減した。 

 

 遠隔授業の実施  

◎統合後の新大学については、分離キャンパス方式となることから、大学全体としての

効果的な教育を実現するため、遠隔授業システムを整備するとともに、情報ネットワ

ークシステム等の構築を行った。 

○平成１８年度後期は、「情報産業論」の講義（ＮＩＣＥキャンパス提供科目）を、遠

隔授業システムを利用した単位互換を伴う講義として位置づけ、実施した。  

○また、両大学統合後のカリキュラム案において、遠隔授業を利用した科目を設定するこ

ととした。 

     

 就職支援の取組  

○両大学に就職相談員を引き続き配置するとともに、外部のキャリアカウンセラーによ

就職相談を実施した。 

◎適切な職業観を育成するため、就職ガイダンスやインターンシップを実施するととも

に、各種資格取得支援としてＦＰ講座（ファイナンシャル・プランナー）、簿記講座、Ｍ

ＯＳ（マイクロソフト オフィススペシャリスト）などの課外講座を実施した。 

◎同窓会や地元企業等と連携した就職セミナー、就職ガイダンスを開催するとともに、

教職員による地元企業訪問などを行った。 

○就職意識の醸成を図るため、県立大学においては、平成１８年度から行動科目として

「キャリアデザイン」を開講した。また、シーボルト大学においては、全学共通科目

として「就職支援講座」を開講した。 

◎就職率については、県立大学 90％以上、シーボルト大学 95％以上という目標に対し

て、それぞれ 98.3％、98.6％となった。 

 

 学生支援に対する取組  

○学生に対しては、新入生オリエンテーション等でセクシュアルハラスメントや人権侵

害防止のための学生相談体制について周知を図った。また、教職員に対しては、アカ

デミック・ハラスメント防止に関するテキスト配布、研修会等を行い、意識の高揚を

図った。 

○学生自治会と学生部との連絡会議を定期的に開催し、県立大学におけるウォーターク

ーラーの設置、旧図書館階段の照度アップ、シーボルト大学におけるクラブハウスの

防音工事など、学生の要望に基づく施設整備を行った。また、学生の課外活動支援の

ため、ボランティア活動助成制度を創設した。 

○新たな奨学金制度の把握と学生に対する周知を行った。また、授業料減免制度につい

ては、成績基準の見直しや大学院授業料減免制度の創設など、制度の見直しを行った。

なお、授業料の減免が決定されるまでの間の借入金にかかる利息に対しては、利子補

給制度を創設し、学生の経済的負担を軽減した。 

 

 入学者選抜方法の改善  

◎県立大学では、１高等学校当たりの推薦人数制限の撤廃、評定平均下限の見直しを行

うとともに、平成２０年度入試からはＡＯ入試の導入や県内離島高校枠の創設等を行
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うこととした。また、シーボルト大学では、私費外国人留学生特別選抜にかかる日本

留学試験成績の複数年利用（全学科）、数学のコース選択の撤廃（国際交流・情報メ

ディア）、ＴＯＥＦＬの受験要件の撤廃（栄養健康学科）を行った。さらに、平成   

２０年度入試からは県外高校からの推薦やＡＯ入試募集定員の拡大を行うこととし

た。 

 

※ＡＯ入試（アドミッション・オフィス入試） 

アドミッション・ポリシー（大学が求める学生像）に基づき、学力では量れ

ない受験生の能力・適性や学習に対する意欲、目的意識などを多面的、総合的

に評価し判定する入試 

 

 高等学校との連携  

○オープンキャンパス・高校訪問や両県立大学入試連絡会により高校教員との意見交換

を積極的に行った。また、教員による出前講座や高校から本学への訪問にも積極的に

対応することにより高校との連携を図った。 

 

 

＜研究＞ 

 特色ある研究分野への取組  

◎長崎県公立大学法人プロジェクト研究において、両大学の教員による長崎の特徴を踏

まえた研究プロジェクト「長崎県の離島を中心とした文化の継承、情報社会の構築、

社会経済の活性化、生活習慣病の予防、保健・医療の充実」を立ち上げた。 

○大学として重点的に取り組む研究課題として、県立大学においては「長崎経済」及び

「長崎の離島」に関する研究を、シーボルト大学においては「人間の安心・安全と平

和」及び「人間開発」に関する研究を推進した。 

 

 学長裁量研究費等による重点的資金配分  

○学長を中心とする重点研究課題審査委員会における研究課題の設定のほか、新たな学際

領域の開拓や地域貢献も視野に入れた長崎県公立大学法人プロジェクト研究を両大学の

共通プロジェクトとして創設し、重点的資金配分を行った。 

 

 教員評価に基づく教育研究費の配分  

○平成１７年度に策定した教員評価システムに基づき、教員の教育研究活動を教育、研究、

社会貢献、管理運営の 4 領域で自己点検・評価し、その結果を教育研究費の配分に反映

させた。 

 

 東アジア地域の大学・研究機関との研究交流  

○中国華僑大学や韓国高麗大学校など、東アジア地域の大学・研究機関との学術交流・共

同研究を推進した。 

 

 外部研究資金による研究  

◎外部研究資金による研究プロジェクトの獲得及び共同研究・受託研究等に取り組んだ結

果、３８件、５３，１５８千円の外部研究資金を獲得した。 

（科学研究費補助金 11 件、12,280 千円、共同研究費 9件、11,920 千円、受託研究費 5件、

6,950 千円、奨学寄付金 12 件、18,880 千円、現代 GP 1 件、3,128 千円） 

 

※現代 GP（現代的教育ニーズ取組支援プログラム） 

 

 

 



 - 6 -

 特許に関する取組  

○県の研究機関等との共同研究である「発酵茶葉、発酵茶葉抽出物、血糖値上昇抑制組成

物及び飲食品」など７件の特許出願を行うとともに、出願済みの特許の審査請求を４件

行った。 

○特許技術移転を推進するために、長崎 TLO と技術移転業務委託契約を締結し、協力体制

を整備するとともに、本学シーズの技術評価調査（大学等で創出・育成された技術シーズを、

目利き人材が特許、技術や市場規模等の調査を行い、その結果を基に応用・発展性に係る評

価分析を実施すること）依頼を行った。 

 

 

＜社会貢献＞ 

 学生の地域貢献  

◎学生の地域貢献を推進するため、新たにボランティア活動に関する助成制度を創設した。

また、県立大学においては、平成１８年度に締結した鹿町町との相互協力協定に基づき、

小中学校での学習指導等を行い、シーボルト大学においては、１年次生全員を対象とし

た 「基礎演習」にフィールドワークを取り入れたほか、現代ＧＰ「シーボルトキャラ

バン」における学生ボランティア活動を継続して実施した。 

 

 地域住民の生涯学習支援  

○地域住民の生涯教育に貢献するため、公開講座､学術講演会､シンポジウム､IT 講習会等を

実施した。また、キャンパスでの公開講座を受講できない方々のために、市町等と大学

とが共同して地域公開講座を開催した。また、両大学の教員による市民セミナーを佐世

保四ヶ町アーケード内で実施し、地域住民の生涯学習を支援した。  

 

 産学官連携  

○産学官連携センター、国際文化経済研究所を中心として、地域の自治体や企業等との共 

同研究・受託研究を行った。 

○県立大学では、地域の民間研究機関、商工団体との定期的な意見交換を実施する体制を

構築した。 

○県が主催する「地域と大学等との連携推進会議」に参加し、地域の大学、自治体との連

携を図るとともに、大学の資源等の活用について検討した。 

◎シーボルト大学においては、長崎大学、長崎総合科学大学と協力し、学外インキュベー

ション施設の誘致を行った結果、独立行政法人中小企業基盤整備機構による事業開始が

決定され、３大学と中小機構の間で「長崎大学、長崎総合科学大学、県立長崎シーボル

ト大学連携型起業家育成施設に関する基本合意書」を締結した。 

 

 研究成果の公開  

○研究成果については、紀要や年次報告書を作成して自治体等に提供したほか、研究テー

マ一覧をホームページに掲載した。 

○研究成果のデータベース化について、現在、発行している紀要についてデータベース化

を進めることとした。 

 

 大学施設の開放  

○学内施設を有効に活用するため、教室使用状況一覧の共有ファイルの作成により学内利

用者と学外利用者とのスケジュール管理を行い、学校行事に支障がない限り学外者への

貸出を行った。 

○図書情報センター及び附属図書館の開館時間の延長などにより、学生及び地域住民の利 

用促進に努めた。 
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＜その他＞ 

 国際交流  

○国際交流の基本的な方針に基づき、国際交流推進のための実施計画を策定した。 

◎県立大学においては、中国華僑大学との共同研究を行うとともに、国際学術交流シンポ

ジウムを学内において開催した。また、国際文化経済研究所と中国厦門大学日本研究所

との学術交流協定を締結し、教員・学生の交流を促進することとした。 

◎シーボルト大学においては、韓国高麗大学校での交流学術学会の実施や上海外国語大学

との教員・学生の交流、また、韓国の柳韓大学や東亜大学校からの共同研究員、中国か

らの国際交流研修員の受入れなど、東アジアの諸外国の大学・研究機関等との交流を進

め、国際的なネットワークづくりに努めた。 

○海外の４大学（華僑大学、上海外国語大学 等）との間で相互に留学生を派遣するとと

もに、海外の７大学（華僑大学、モナシュ大学 等）において海外語学研修を実施した。 

○交換留学生用の宿舎として既存公舎を活用し提供することとした。 

 

 

２．業務運営の改善及び効率化に関する事項 

（１）運営体制の改善への取組 

 両大学の再編・統合  

◎両大学の再編・統合を進めるため、両大学の教職員による統合準備委員会を立ち上げる

とともに、法人事務局に再編・統合準備室（専任２名、兼任２名）を設置し、設置認可

申請に必要な協議・調整を行った。また、新大学の名称を「長崎県立大学」と決定した。

（なお、平成１９年４月２６日、文部科学省に対し設置認可申請を行った。） 

 

 理事長・学長を中心とした運営体制  

○法人運営に関わる理事会及び経営協議会と大学の教育研究に関わる教育研究評議会がそ

れぞれの役割分担に応じた業務を遂行しつつ、運営面、教育面の意見交換を随時行うこ

とで、学内コンセンサスの確保を図り、機能的な大学運営を行った。また、学長の不在

期間については、両大学に学長代行者（副学長兼務）を配置し、大学の教育・研究面の

推進を図った。 

 

 戦略的予算配分  

○両大学統合に向けた情報ネットワークの構築、新たな学際領域の開拓や地域貢献も視野

に入れた長崎県公立大学法人プロジェクト研究費制度の創設など、大学の目標に即した

法人予算を編成した。 

 

（２）教育研究組織の見直しへの取組 

 大学院の設置  

◎両大学統合後の教育研究組織について、統合準備委員会において検討を行い、国際社会・

情報社会に求められる高度専門職業人を育成するための国際情報学研究科（２専攻）を

新たに設置することとした。 

 

（３）人事の適正化への取組 

 教員採用  

○教員については、平成２２年度までの削減計画を踏まえつつ、中長期的な観点から適正

な人員配置を行うための採用計画に基づき、採用を行った。 

 

 任期制の移行促進  

○教育研究の活性化と優れた教員を安定的に確保する観点から、教員の任期制移行を促進

した。なお、平成１９年４月１日現在の任期制適用者は７２名（５４．１％）である。 
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 特任教員制度の導入  

◎客員教授制度や客員共同研究員制度に加え、教員や実務の専門家等の採用を目的とした

特任教員制度を新たに整備し、柔軟かつ多様な人事システムを構築した。 

 

 

 教員評価制度の実施・検証  

◎平成１７年度実績について教員評価を実施した結果、両大学あわせて、評点「3」（優れ

ている）２０名、「2」（水準に達している）９５名、「1」（問題があり改善を要する）

３名であった。また、評価結果等を踏まえて、改善を要する教員への助言・指導を学部

長等が行うとともに、両大学の教員評価委員会において制度の検証を行った。 

 

 事務職員の採用、研修、評価の検討  

○事務職員については、計画的に採用を行うとともに、大学運営業務の専門職として養成

するため、長崎県職員能力開発センター主催の研修、公立大学協会主催の研修及び民間

団体主催の研修に参加させるとともに、外部講師による研修及び学内研修等を実施した。

また、事務職員の評価、処遇のあり方について、県職員の勤務成績の期末勤勉手当への

反映方法を調査するなど、検討を行った。 

 

（４）事務の効率化・合理化への取組 

 システムの共有化  

○両大学のシステム統合を推進するため、統合後の情報処理システムのうち、「基幹ネッ

トワーク」「基幹サーバ」等を県立大学に導入した。なお、シーボルト大学においては、

当該システムをベースとして、平成１９年度にシステムの構築を予定している。 

 

 雇用期間を限定した事務職員採用  

○事務組織の弾力的な運用を図る観点から、統合業務など重点プロジェクトの推進や業務

繁忙期等に、必要に応じ雇用期間を限定した職員（特任職員、臨時職員）を雇用した。 

 

 外部委託  

○事務の効率化・合理化の観点を踏まえ、駐車場の整理・管理業務、緑地管理業務等の外

部委託を実施した。また、県立大学における TOEIC や中国語検定の学内試験実施に際し

ては、大学生協への事務委託を行うこととした。 

 

 

３．財務内容の改善に関する事項 

（１）外部研究資金及び自己収入の確保促進 

 外部資金獲得への取組  

○外部講師を招き、科学研究費補助金の現状や応募に関しての説明会を県内大学合同で実

施した。また、研究資金に関する情報について、学内ホームページやメールにより教員

全員へ周知し、外部研究資金の獲得を促した。その結果、外部研究資金は、３８件、   

５３，１５８千円となった。 

 

 大学発ベンチャー企業の創業・育成  

○シーボルト大学において、学内のインキュベーションルームをソフト開発を手掛ける大

学発ベンチャー企業に貸与した。また、長崎大学、長崎総合科学大学と協力し、学外イ

ンキュベーション施設の誘致を行った結果、独立行政法人中小企業基盤整備機構による

事業開始が決定され、３大学と中小機構の間で「長崎大学、長崎総合科学大学、県立長

崎シーボルト大学連携型起業家育成施設に関する基本合意書」を締結した。 
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 特許の取得促進  

○シーボルト大学において、有益かつ有望と見込まれる研究について、発明審査委員会で

審議を行い、県の研究機関等との共同研究である「発酵茶葉、発酵茶葉抽出物、血糖値

上昇抑制組成物及び飲食品」など７件の特許出願を行うとともに、出願済みの特許の審

査請求を４件行った。 

 

（２）経費の抑制  

 経費の抑制  

○大学の人件費及び運営経費を平成１４年度当初予算と比較して、３億５千万円以上削減

するという計画を掲げ、３億５千６百万円の削減を行った。 

 

 契約方法、内容の見直し 

○事務の効率化、経費削減を目的に、インターネットによる発注を可能とするため、会計

事務取扱規程の改正を行った。また、県立大学における電力供給契約の見直しのほか、

シーボルト大学における警備業務委託にかかる複数年契約等により経費の節約を図っ

た。 

 

 ペーパーレス化の推進  

○学内専用ホームページへの法人規程、大学規程、各種情報、様式など掲載範囲を拡大し、

事務文書の電子化・ペーパーレス化を進めた。 

 

（３）資産の運用管理の改善 

 資産の運用管理の改善  

○金融資産のうち、短期の定期預金については、入札により預入利率を決めるなど、有利

な資産運用を行った。また、授業料の未納者に対して、随時適切な督促を行い、早期の

納入に努めた。 

 

 

４．教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に 

関する事項、評価の充実に関する事項  

 

（１）自己点検・自己評価の実施及び改善への取組  

○学長を中心とした中期計画推進本部において、平成１７年度の年度計画に対する自己点

検・自己評価を実施し、その結果を「事業報告書」として取りまとめた。 

○平成１７年度実績についての教員評価を実施するとともに、評価システムの検証を行っ

た。 

 

（２）評価結果の大学運営への反映に関する取組  

○学長を本部長とする法人及び両大学の中期計画推進本部において、中期計画・年度計画

に基づく自己点検・評価を行うとともに、必要な改善を図った。また、年度計画の推進

に際しては、随時、法人の理事会・経営協議会に報告し、大学運営に関する意見を反映

することとした。なお、年度計画にかかる事業実績報告書については、法人評価委員会

による評価結果とともにホームページで公表した。 

 

（３）第三者評価の実施への取組  

○平成１７年事業年度に係る業務の実績に関して、公立大学法人評価委員会から評価を受

けた。評価対象６項目のうち、「大学の教育研究等の質の向上」「業務運営の改善及び

効率化」については「概ね計画どおりに進んでいる」、その他の項目については「計画

どおりに進んでいる」との評価を受けた。 
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５．教育及び研究並びに組織及び運営の状況に係る情報の提供に関する事項 

○大学の教育研究に関することについては、大学ホームページや大学案内、その他大学の

情報誌により最新情報を提供した。また、平成２０年度からの新大学における教育研究

等の情報を提供するため、新「長崎県立大学」のホームページを開設することとした。

なお、運営に関する情報として、法人ホームページに法人評価委員会による評価結果や

大学統合に関する情報を新たに掲載したほか、大学統合についてのリーフレットを作成

した。 

○学術講演、公開講座、地域公開講座などの実施に際しては、大学ホームページへの掲載、

ポスター、チラシの作成・配布のほか、ダイレクトメールの発送、市町広報誌の活用、

報道機関への情報提供など、積極的に広報を行った。 

 

 

６．その他業務運営に関する事項 

（１）施設設備の有効利用と効率的整備への取組 

 施設設備の有効利用  

○統合後の新大学については、現在の長崎県立大学、県立長崎シーボルト大学の施設設備

を活用した分離キャンパスとした。 

○県立大学においては、少人数教育への対応として既存の大教室をゼミ室（６室）に改修

した。 

 

 学生のニーズに対応した環境整備  

○学生自治会等との連絡会議を開催し、学生の要望をもとに、クラブハウスの防音工事、

校内街灯整備等の施設設備の改善を行うとともに、緑地管理や花壇整備を行った。 

 

 施設設備の効率的な整備  

○科学研究費補助金、共同研究費、受託研究費などの外部研究資金３８件、５３，１５８

千円を平成１８年度獲得し、当該資金の中から研究等に必要なバイオメディカルフリー

ザーなどの設備を導入した。また､長崎県トライアル発注補助金４件､６，８２０千円を

活用し、ＴＶ会議システムなどの整備を行った。 

 

（２）安全管理への取組 

 安全衛生体制の充実  

○法人に法人統括安全衛生管理者（理事長）を、大学ごとに統括安全衛生管理者（学長）、

衛生管理者、産業医といった安全管理責任者を配置した。また、不審者対応マニュアル

を全教職員に配布するとともに、教職員向けホームページに掲載し、周知徹底を図った。 

 

 人権侵害等の防止策  

○学生に対しては、新入生オリエンテーション等でセクシュアルハラスメントや人権侵害

防止のための学生相談体制について周知を図った。また、教職員に対しては、アカデミ

ック・ハラスメント防止に関するテキスト配布、研修会等を行い、意識の高揚を図った。 

 

 防犯対策  

○新入生のオリエンテーション時に警察署の協力を得て、交通安全と防犯についての講話

を実施した。また、大学生が陥りやすいトラブルを中心に「新入生へのメッセージ」と

して冊子にまとめ、防犯・安全マニュアルとして、新入生に配布した。 
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 情報セキュリティ対策  

○学内ホームページやメールにより、学生・教職員に情報セキュリティに関する情報を随

時提供した。また、両大学の共催により「インターネット安全教室長崎」を開催した。 

 

 実験・実習時の安全対策  

○放射線の取り扱いについて、使用する教員及び学生に対して放射線取扱主任者による講

習会及び訓練を実施し、安全マニュアルの徹底を図った。 

○学生が実験を行う前には、必ず指導教官等が、毒物劇物やＲＩ（ラジオアイソトープ：

放射性同位元素）の使用方法や安全管理法を指導した。 

○感染対策として、シーボルト大学看護学科の学生に対し、肝炎ウイルスに対する抗体検

査、肺結核に対するツベルクリン反応検査と胸部レントゲン撮影、小児感染症に対する

抗体検査を実施した。 

 

（３）県内大学との連携への取組 

○「ＮＩＣＥキャンパス長崎」におけるコーディネート科目については、昨年度と同様、

出島交流会館、アルカス佐世保で開講した。また、ＮＩＣＥキャンパス提供科目である

「情報産業論」を両大学間で遠隔授業により実施し、受講者の利便性を高めた。 

 


